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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年９月２日 １０時３５分ごろ 

発生場所 熊本県玉名
た ま な

市玉名漁港（大浜地区）西方沖 

 玉名市所在の大 正 開
たいしょうびらき

港１号防波堤灯台から真方位１６１°４,６

００ｍ付近 

（概位 北緯３２°５０.９′ 東経１３０°３１.３′） 

事故調査の経過 平成２４年９月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第二勝
しょう

栄
えい

丸、１９トン  

２７３－１０５４９熊本、光洋工業株式会社、有限会社勝栄工

業（船舶借入人） 

１４.０６ｍ（Lr）×４.９８ｍ×２.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、８０９.０kＷ（合計）、平成１１年１１月

Ｂ 台船 第二勝
しょう

栄
えい

号、５９２トン 

光洋工業株式会社、有限会社勝栄工業（船舶借入人） 

４３.００ｍ×１３.００ｍ×３.００ｍ、鋼 

機関なし、１９９９年（建造年） 

Ｃ 漁船 第２正起
まさおき

丸、０.９トン 

ＫＭ３－４８９４６（漁船登録番号）、個人所有 

６.１７ｍ（Lr）×１.７７ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、３６.８０kＷ、平成６年７月１７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 平成３年６月６日 

免許証交付日 平成２２年６月１１日 

           （平成２８年６月５日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ２３歳 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ６３歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 昭和５４年１月１９日 

免許証交付日 平成２２年８月２７日 
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           （平成２８年８月２２日まで有効） 

甲板員Ｃ 男性 ７６歳 

 死傷者等 軽傷 ２人（船長Ｃ及び甲板員Ｃ）  

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 船底破口 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａの２人が乗り組み、Ｂ船を押航して押

船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、玉名市大浜町の護岸

工事現場への石材輸送作業を行っていたが、周辺海域の水深が浅く、

同作業を終了した際、満潮時期を過ぎていたので、早く周辺の浅瀬を

抜けようと思い、平成２４年９月２日１０時２０分ごろ熊本県上天草

市松島町合津
あ い つ

港への帰航を開始した。 

Ａ船押船列は、クレーンハウスによる船首死角を生じていたが、船

長Ａが、ふだん、護岸工事現場海域の周辺に他船がいなかったことか

ら、前方に他船はいないものと思い、レーダーを使用したり、甲板員

Ａを見張りに就けたりするなどせず、大浜町の護岸に沿って南進し、

衝突の２、３分前に両舷主機を回転数毎分（rpm）約６００、速力約

３～４ノット（kn）から約１,０００rpm に増速して速力約６kn で航

行していたところ、１０時３５分ごろＡ船押船列の船首とＣ船の右舷

とが衝突した。 

Ｃ船は、船長Ｃ及び甲板員Ｃが乗り組み、０６時３５分ごろから玉

名漁港（大浜地区）西方沖において、機関を停止して海苔ひびのポー

ル（以下「コンポス」という。）に係留し、船長Ｃ及び甲板員Ｃが、

船首を西に向けた左舷船首付近で南を向いて座って釣りを始めた。 

船長Ｃ及び甲板員Ｃは、付近を通過した２隻の船がＣ船を避けてく

れていたので、３隻目のＡ船押船列もＣ船を避けてくれるものと思

い、Ａ船押船列の動静に注意することなく、釣りを続けていたとこ

ろ、両船が衝突した。 

船長Ａは、操舵室で衝撃を感じ、後方を振り返ったところ、転覆し

たＣ船と浮いてきた乗組員２人を視認し、機関を後進にかけてＡ船押

船列を停止させ、スパット２本を降ろしたのち、搭載していた交通船

兼作業船を降下し、Ｃ船の船首部分にしがみついていた２人を救助し

て玉名漁港（大浜地区）に搬送するとともに、Ｃ船を同漁港にえい
．．

航

した。 

船長Ｃ及び甲板員Ｃは、頭部に擦過傷及び挫傷を負った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 Ｃ船は、救命胴衣を積み込んでいたが、船長Ｃ及び甲板員Ｃは、救

命胴衣を着用していなかった。 

 Ａ船押船列は、クレーンハウスにより、水平線以下の正船首から左
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右約５°の間が死角になっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船押船列は、玉名漁港（大浜地区）西方沖を南進中、船長Ａが、

ふだん、護岸工事現場海域の周辺に他船がいなかったことから、船首

方に他船がいないものと思い込み、クレーンハウスによる船首死角が

生じていたものの、レーダーを使用せず、また、甲板員を見張りに就

けることなどをせずに航行していたことから、Ｃ船に気付かず、Ｃ船

と衝突したものと考えられる。 

 Ｃ船は、玉名漁港（大浜地区）西方沖のコンポスに係留して釣り

中、船長Ｃが、付近を通過した２隻の船がＣ船を避けてくれていたの

で、３隻目のＡ船押船列もＣ船を避けてくれるものと思い、釣りを続

け、Ａ船押船列の動静に注意していなかったことから、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、玉名漁港（大浜地区）西方沖において、Ａ船押船列が南

進中、Ｃ船がコンポスに係留して釣り中、船長Ａが、クレーンハウス

による船首死角が生じていたものの、レーダーを使用せず、また、甲

板員を見張りに就けることなどをせずに航行していたため、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・レーダーを使用し、要すれば甲板員を見張りに就けるなどして船

首死角を補う適切な見張りを行うこと。 

・釣り中も周囲の状況を十分に把握し、他船が接近する場合は注意

喚起の措置を講じること。 

 




